
 

「介護職員の処遇改善等に関する懇談会」の開催について 

 

 

１ 趣 旨  

介護人材の確保・定着は重要な課題であることから、今後の介護職員の

処遇改善等のあり方などについて、関係団体等による意見交換を行う。 

 

 

２ 参加者  

本懇談会の参加者は、別添のとおりとし、厚生労働省老健局長が参集する。 

 

 

３ 開催日時・場所  

（１）開催日時 平成２４年５月１１日（金）１０：００～１２：００ 

（２）場  所 厚生労働省専用第１２会議室（本館１２階日比谷公園側） 

         東京都千代田区霞が関１－２－２ 合同庁舎第５号館 

 

 

４ 議 事  

  介護職員の処遇改善等に関する意見交換 

（１）実践キャリア・アップについて 

（２）認定介護福祉士(仮称)について 

（３）その他介護人材の確保等について 

 

 

５ その他  

（１）本懇談会は、原則として公開とする。 

（２）本懇談会の庶務は、関係各課の協力を得て、厚生労働省老健局振興課

が行う。 

資料１ 




